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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ホイルシリンダの加圧応答性の不足を抑制でき
るブレーキ装置、ブレーキ装置の制御方法およびブレー
キシステムを提供する。
【解決手段】マスタシリンダに接続し、ブレーキ操作部
材の擬似操作反力を生成可能なストロークシミュレータ
と、ホイルシリンダの側の接続液路に設けられた遮断弁
２１を備え、ブレーキ操作部材の操作速度が高い場合は
低い場合よりも前記遮断弁を開弁から閉弁にするタイミ
ングを遅らせる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブレーキ操作部材に対する操作に応じてブレーキ液圧を発生するマスタシリンダと、前
記ブレーキ液圧に応じて車輪に制動力を付与可能なホイルシリンダと、を接続する接続液
路と、
　前記接続液路に設けられた遮断弁と、
　前記遮断弁に対し前記ホイルシリンダの側の前記接続液路にブレーキ液を供給可能な液
圧源と、
　前記マスタシリンダに接続し、前記ブレーキ操作部材の擬似操作反力を生成可能なスト
ロークシミュレータと、
　前記ストロークシミュレータの背圧室と、前記遮断弁に対し前記ホイルシリンダの側の
前記接続液路と、を接続するシミュレータ液路と、
　前記ブレーキ操作部材の操作速度が高い場合は低い場合よりも前記遮断弁を開弁から閉
弁にするタイミングを遅らせるコントロールユニットと、
　を備えるブレーキ装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のブレーキ装置において、
　前記シミュレータ液路に設けられたストロークシミュレータイン弁を備え、
　前記コントロールユニットは、前記ストロークシミュレータイン弁が開弁している状態
で、前記ブレーキ操作部材の操作速度が高い場合は低い場合よりも前記遮断弁を開弁から
閉弁にするタイミングを遅らせるブレーキ装置。
【請求項３】
　請求項１に記載のブレーキ装置において、
　前記ブレーキ操作部材のストロークを検出するストロークセンサを備え、
　前記コントロールユニットは、前記ストロークセンサによって検出されたストロークの
増加速度に応じて、前記遮断弁を開弁から閉弁にするタイミングを変更するブレーキ装置
。
【請求項４】
　請求項１に記載のブレーキ装置において、
　前記マスタシリンダにて発生したブレーキ液圧を検出するマスタシリンダ液圧センサを
備え、
　前記コントロールユニットは、前記マスタシリンダ液圧センサによって検出されたマス
タシリンダ液圧の増加速度に応じて、前記遮断弁を開弁から閉弁にするタイミングを変更
するブレーキ装置。
【請求項５】
　請求項１に記載のブレーキ装置において、
　前記マスタシリンダにて発生したブレーキ液圧を検出するマスタシリンダ液圧センサと
、
　前記液圧源から吐出されたブレーキ液圧を検出する液圧センサと、
　を備え、
　前記コントロールユニットは、前記マスタシリンダ液圧センサによって検出されたマス
タシリンダ液圧と前記液圧センサによって検出された吐出圧との差に応じて、前記遮断弁
を開弁から閉弁にするタイミングを変更するブレーキ装置。
【請求項６】
　ブレーキ操作部材に対する操作に応じてブレーキ液圧を発生するマスタシリンダを有す
るマスタシリンダユニットと、
　前記マスタシリンダに接続し、前記ブレーキ操作部材の擬似操作反力を生成可能なスト
ロークシミュレータを有するストロークシミュレータユニットと、
　前記マスタシリンダユニットおよびストロークシミュレータユニットに接続された液圧
ユニットであって、前記マスタシリンダと、前記ブレーキ液圧に応じて車輪に制動力を付
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与可能なホイルシリンダと、を接続する接続液路と、前記接続液路に設けられた遮断弁と
、前記遮断弁に対し前記ホイルシリンダの側の前記接続液路にブレーキ液を供給可能な液
圧源と、前記ストロークシミュレータの背圧室と、前記遮断弁に対し前記ホイルシリンダ
の側の前記接続液路とを接続するシミュレータ液路と、を有する液圧ユニットと、
　前記液圧ユニットを制御するコントロールユニットであって、前記ブレーキ操作部材の
操作速度が高い場合は低い場合よりも前記遮断弁を開弁から閉弁にするタイミングを遅ら
せるコントロールユニットと、
　を備えるブレーキシステム。
【請求項７】
　請求項６に記載のブレーキシステムにおいて、
　前記シミュレータ液路に設けられたストロークシミュレータイン弁を備え、
　前記コントロールユニットは、前記ストロークシミュレータイン弁が開弁している状態
で、前記ブレーキ操作部材の操作速度が高い場合は低い場合よりも前記遮断弁を開弁から
閉弁にするタイミングを遅らせるブレーキシステム。
【請求項８】
　ブレーキ操作部材に対する操作に応じてブレーキ液圧を発生するマスタシリンダと、前
記ブレーキ液圧に応じて車輪に制動力を付与可能なホイルシリンダと、を接続する接続液
路と、
　前記接続液路に設けられた遮断弁と、
　前記遮断弁に対し前記ホイルシリンダの側の前記接続液路にブレーキ液を供給可能な液
圧源と、
　前記マスタシリンダに接続し、前記ブレーキ操作部材の擬似操作反力を生成可能なスト
ロークシミュレータと、
　前記ストロークシミュレータの背圧室と、前記遮断弁に対し前記ホイルシリンダの側の
前記接続液路と、を接続するシミュレータ液路と、
　を備えるブレーキ装置の制御方法であって、
　前記ブレーキ操作部材の操作速度が高い場合は低い場合よりも前記遮断弁を開弁から閉
弁にするタイミングを遅らせるブレーキ装置の制御方法。
【請求項９】
　請求項８に記載のブレーキ装置の制御方法において、
　前記ブレーキ装置は、前記シミュレータ液路にストロークシミュレータイン弁を備え、
　前記ストロークシミュレータイン弁が開弁している状態で、前記ブレーキ操作部材の操
作速度が高い場合は低い場合よりも前記遮断弁を開弁から閉弁にするタイミングを遅らせ
るブレーキ装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブレーキ装置、ブレーキ装置の制御方法およびブレーキシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、マスタシリンダとホイルシリンダとを接続する接続液路に遮断弁が設
けられ、遮断弁とホイルシリンダとの間にポンプの吐出部が接続されたブレーキ装置が開
示されている。このブレーキ装置では、ドライバのブレーキ操作が行われると、遮断弁を
閉じ、ポンプを駆動してホイルシリンダを加圧する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2016-52809号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、上記従来技術にあっては、ドライバのブレーキ操作速度が高い場合、ポ
ンプによるホイルシリンダの加圧応答性が不足するという問題があった。
  本発明の目的の一つは、ホイルシリンダの加圧応答性の不足を抑制できるブレーキ装置
、ブレーキ装置の制御方法およびブレーキシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一実施形態におけるブレーキ装置は、ブレーキ操作部材の操作速度が高い場合
は低い場合よりも遮断弁を開弁から閉弁にするタイミングを遅らせる。
【発明の効果】
【０００６】
　よって、ホイルシリンダの加圧応答性の不足を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態１のブレーキシステム1の概略構成を示す。
【図２】実施形態１の急踏み時加圧制御部106による急踏み時加圧制御処理の流れを示す
フローチャートである。
【図３】実施形態１の急踏み時加圧制御作用を示すタイムチャートである。
【図４】実施形態２の急踏み時加圧制御部106による急踏み時加圧制御処理の流れを示す
フローチャートである。
【図５】実施形態２におけるブレーキON直後のペダルストローク速度ΔSp/Δtに応じた遅
れ時間Tdの設定マップである。
【図６】実施形態３の急踏み時加圧制御部106による急踏み時加圧制御処理の流れを示す
フローチャートである。
【図７】実施形態３の急踏み時加圧制御作用を示すタイムチャートである。
【図８】実施形態４の急踏み時加圧制御部106による急踏み時加圧制御処理の流れを示す
フローチャートである。
【図９】実施形態４におけるブレーキON直後のマスタシリンダ液圧変化速度ΔPm/Δtに応
じた遅れ時間Tdの設定マップである。
【図１０】実施形態５の急踏み時加圧制御部106による急踏み時加圧制御処理の流れを示
すフローチャートである。
【図１１】実施形態５の急踏み時加圧制御作用を示すタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　〔実施形態１〕
  図１は、実施形態１のブレーキシステム1の概略構成を示す。
  ブレーキシステム1は、車輪を駆動する原動機として、エンジンのほかモータジェネレ
ータを備えたハイブリッド車や、モータジェネレータのみを備えた電気自動車等の、電動
車両のブレーキシステムとして好適なブレーキシステムである。なお、エンジンのみを駆
動力源とする車両にブレーキシステム1を適用してもよい。ブレーキシステム1は、車両の
各車輪FL～RRに設けられたホイルシリンダ8にブレーキ液を供給してブレーキ液圧（ホイ
ルシリンダ液圧Pw）を発生させることで、各車輪FL～RRに液圧制動力を付与する。ここで
、ホイルシリンダ8は、ドラムブレーキ機構のホイルシリンダのほか、ディスクブレーキ
機構における油圧式ブレーキキャリパのシリンダであってもよい。ブレーキシステム1は
２系統、すなわちP（プライマリ）系統およびS（セカンダリ）系統のブレーキ配管を有し
、例えばＸ配管形式を採用している。なお、前後配管等、他の配管形式を採用してもよい
。以下、P系統に対応して設けられた部材とS系統に対応する部材とを区別する場合は、そ
れぞれの符号の末尾に添字P,Sを付す。
【０００９】
　ブレーキペダル2は、ドライバのブレーキ操作の入力を受けるブレーキ操作部材である
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。ブレーキペダル2の根元側にはプッシュロッド30の一端が回転自在に接続する。マスタ
シリンダ5は、ドライバによるブレーキペダル2の操作（ブレーキ操作）により作動し、ブ
レーキ液圧（マスタシリンダ液圧Pm）を発生する。なお、ブレーキシステム1は、車両の
エンジンが発生する吸気負圧を利用してブレーキ操作力（ブレーキペダル2の踏力Fp）を
倍力ないし増幅する負圧式の倍力装置を備えていない。マスタシリンダ5は、プッシュロ
ッド30を介してブレーキペダル2に接続すると共に、リザーバタンク4からブレーキ液の補
給を受ける。リザーバタンク4は、ブレーキ液を貯留するブレーキ液源であり、大気圧に
開放される低圧部である。マスタシリンダ5は、タンデム型であり、ブレーキ操作に応じ
て軸方向に移動するマスタシリンダピストンとして、プッシュロッド30に接続するプライ
マリピストン52Pと、フリーピストン型のセカンダリピストン52Sとを備える。マスタシリ
ンダ5の内部には、プライマリピストン52Pの軸方向変位量を検出するペダルストロークセ
ンサ90が設けられている。プライマリピストン52Pの軸方向変位量は、ブレーキペダル2の
変位量（ペダルストロークSp）に相当する。なお、プッシュロッド30やブレーキペダル2
にペダルストロークセンサ90を設けてペダルストロークSpを検出してもよい。
【００１０】
　ブレーキシステム1は、液圧ユニット6および電子制御ユニット100を備える。液圧ユニ
ット6は、リザーバタンク4またはマスタシリンダ5からブレーキ液の供給を受け、ドライ
バによるブレーキ操作とは独立にブレーキ液圧を発生可能な制動制御ユニットである。電
子制御ユニット（以下、ECUという）100は、液圧ユニット6の作動を制御するコントロー
ルユニットである。
  液圧ユニット6は、ホイルシリンダ8およびマスタシリンダ5間に設けられ、各ホイルシ
リンダ8にマスタシリンダ液圧Pmまたは制御液圧を個別に供給可能である。液圧ユニット6
は、制御液圧を発生するための液圧機器として、ポンプ（液圧源）7のモータ7aおよび複
数の制御弁（電磁弁21等）を有する。ポンプ7は、リザーバタンク4からブレーキ液を吸入
し、ホイルシリンダ8に向けて吐出する。実施形態１では、ポンプ7として音振性能等で優
れたギヤポンプ、具体的には外接歯車式のポンプユニットを用いる。なお、プランジャポ
ンプを用いてもよい。ポンプ7は両系統で共通に用いられ、同一の駆動源としての電動式
のモータ7aにより回転駆動される。モータ7aとして、例えばブラシ付きモータを用いるこ
とができる。モータ7aの出力軸には、その回転位置（回転角）を検出するレゾルバが設け
られている。電磁弁21等は、制御信号に応じて開閉動作し、液路11等の連通状態を切り替
えることで、ブレーキ液の流れを制御する。液圧ユニット6は、マスタシリンダ5とホイル
シリンダ8との連通を遮断した状態で、ポンプ7が発生する液圧によりホイルシリンダ8を
加圧可能に設けられている。液圧ユニット6は、ストロークシミュレータ22を備える。ス
トロークシミュレータ22は、ドライバのブレーキ操作に応じて作動し、マスタシリンダ5
からブレーキ液が流入することでペダルストロークSpを発生させる。また、液圧ユニット
6は、ポンプ7の吐出圧やマスタシリンダ液圧Pm等、各所の液圧を検出する液圧センサ91～
93を備える。
【００１１】
　ECU100には、レゾルバ、ペダルストロークセンサ90および液圧センサ91～93から送られ
る検出値、並びに車両側から送られる走行状態に関する情報が入力される。ECU100は、こ
れら各種情報に基づき、内蔵されるプログラムに従って情報処理を行う。また、この処理
結果に従って液圧ユニット6の各アクチュエータに制御指令を出力し、これらを制御する
。具体的には、電磁弁21等の開閉動作や、モータ7aの回転数（すなわちポンプ7の吐出量
）を制御する。これにより各車輪FL～RRのホイルシリンダ液圧Pwを制御することで、各種
ブレーキ制御を実現する。例えば、ドライバのブレーキ操作力では不足する液圧制動力を
発生してブレーキ操作を補助する倍力制御や、制動による車輪FL～RRのスリップ（ロック
傾向）を抑制するためのアンチロック制御や、車両の運動制御（横滑り防止等の車両挙動
安定化制御。以下、ESC）のためのブレーキ制御や、先行車追従制御等の自動ブレーキ制
御や、回生ブレーキと協調して目標減速度（目標制動力）を達成するようにホイルシリン
ダ液圧Pwを制御する回生協調ブレーキ制御等を実現する。
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【００１２】
　マスタシリンダ5は、後述する第１液路11を介してホイルシリンダ8と接続し、ホイルシ
リンダ8を加圧可能な液圧源である。マスタシリンダ5は、プライマリ液圧室51Pに発生し
たマスタシリンダ液圧PmによりP系統の液路（第１液路11P）を介してホイルシリンダ8a,8
dを加圧可能であると共に、セカンダリ液圧室51Sに発生したマスタシリンダ液圧Pmにより
S系統の液路（第１液路11S）を介してホイルシリンダ8b,8cを加圧可能である。マスタシ
リンダ5のピストン52は、有底筒状のシリンダ50に、その内周面に沿って軸方向移動可能
に挿入されている。シリンダ50は、吐出ポート（供給ポート）501と補給ポート502とをP,
S系統毎に備える。吐出ポート501は、液圧ユニット6に接続してホイルシリンダ8と連通可
能に設けられている。補給ポート502は、リザーバタンク4に接続してこれと連通している
。両ピストン52P,52Sの間のプライマリ液圧室51Pには、戻しばねとしてのコイルスプリン
グ53Pが押し縮められた状態で設置されている。ピストン52Sとシリンダ50の軸方向端部と
の間のセカンダリ液圧室51Sには、コイルスプリング53Sが押し縮められた状態で設置され
ている。各液圧室51P,51Sには吐出ポート501が常時開口する。
【００１３】
　シリンダ50の内周にはピストンシール54（図中、541,542に相当）が設置されている。
ピストンシール54は、各ピストン52P,52Sに摺接して各ピストン52P,52Sの外周面とシリン
ダ50の内周面との間をシールする。各ピストンシール54は、内径側にリップ部を備える周
知の断面カップ状のシール部材（カップシール）である。リップ部がピストン52の外周面
に接した状態では、一方向へのブレーキ液の流れを許容し、他方向へのブレーキ液の流れ
を抑制する。第１ピストンシール541は、補給ポート502から液圧室51（吐出ポート501）
へ向かうブレーキ液の流れを許容し、逆方向のブレーキ液の流れを抑制する。第２ピスト
ンシール542Pは、補給ポート502Pからブレーキペダル2の側へ向かうブレーキ液の流れを
抑制する。第２ピストンシール542Sは、プライマリ液圧室51Pから補給ポート502Sへ向か
うブレーキ液の流れを抑制する。液圧室51は、ドライバによるブレーキペダル2の踏み込
み操作によってピストン52がブレーキペダル2とは軸方向反対側にストロークすると容積
が縮小し、液圧（マスタシリンダ液圧Pm）を発生する。これにより、液圧室51から吐出ポ
ート501を介してホイルシリンダ8に向けてブレーキ液が供給される。なお、両液圧室51P,
51Sには略同じ液圧が発生する。
【００１４】
　以下、液圧ユニット6のブレーキ液圧回路を図１に基づき説明する。
  各車輪FL～RRに対応する部材には、その符号の末尾にそれぞれ添字a～dを付して適宜区
別する。第１液路（接続液路）11は、マスタシリンダ5の吐出ポート501（液圧室51）とホ
イルシリンダ8とを接続する。カット弁（遮断弁）21は、第１液路11に設けられた常開型
の（非通電状態で開弁する）電磁弁である。第１液路11は、カット弁21によって、マスタ
シリンダ5側の液路11Aとホイルシリンダ8側の液路11Bとに分離される。ソレノイドイン弁
(SOL/V IN)25は、第１液路11におけるカット弁21よりもホイルシリンダ8側（液路11B）に
、各車輪FL～RRに対応して（液路11a～11dに）設けられた常開型の電磁弁である。なお、
SOL/V IN25をバイパスして第１液路11と並列にバイパス液路110が設けられている。バイ
パス液路110には、ホイルシリンダ8側からマスタシリンダ5側へのブレーキ液の流れのみ
を許容するチェック弁250が設けられている。
【００１５】
　吸入液路15は、リザーバタンク4とポンプ7の吸入部70とを接続する低圧部である。吐出
液路16は、ポンプ7の吐出部71と、第１液路11（液路11B）におけるカット弁21とSOL/V IN
25との間とを接続する。チェック弁160は、吐出液路16に設けられ、吐出部71の側（上流
側）から第１液路11の側（下流側）へのブレーキ液の流れのみを許容する。チェック弁16
0は、ポンプ7が備える吐出弁である。吐出液路16は、チェック弁160の下流側でP系統の吐
出液路16PとS系統の吐出液路16Sとに分岐している。各液路16P,16SはそれぞれP系統の第
１液路11PとS系統の第１液路11Sに接続している。吐出液路16P,16Sは、第１液路11P,11S
を互いに接続する連通路を構成している。連通弁26Pは、吐出液路16Pに設けられた常閉型
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の（非通電状態で閉弁する）電磁弁である。連通弁26Sは、吐出液路16Sに設けられた常閉
型の電磁弁である。ポンプ7は、リザーバタンク4から供給されたブレーキ液により第１液
路11に液圧を発生可能な液圧源である。ポンプ7は、上記連通路（吐出液路16P,16S）およ
び第１液路11P,11Sを介してホイルシリンダ8a～8dと接続しており、上記連通路（吐出液
路16P,16S）にブレーキ液を吐出することでホイルシリンダ8を加圧可能である。
【００１６】
　第１減圧液路17は、吐出液路16におけるチェック弁160と連通弁26との間と吸入液路15
とを接続する。調圧弁27は、第１減圧液路17に設けられた常開型の電磁弁である。第２減
圧液路18は、第１液路11（液路11B）におけるSOL/V IN25よりもホイルシリンダ8側と吸入
液路15とを接続する。ソレノイドアウト弁(SOL/V OUT)28は、第２減圧液路18に設けられ
た常閉型の電磁弁である。なお、実施形態１では、調圧弁27よりも吸入液路15の側の第１
減圧液路17と、SOL/V OUT28よりも吸入液路15の側の第２減圧液路18とは、部分的に共通
している。
  ストロークシミュレータ22は、ピストン220およびスプリング221を有する。ピストン22
0は、ストロークシミュレータ22のシリンダ22a内を２室（正圧室R1と背圧室R2）に分離す
る隔壁であり、シリンダ22a内を軸方向に移動可能に設けられている。なお、軸方向とは
、スプリング221が変形する方向を指す。シリンダ22aの内周面に対向するピストン220の
外周面には、図外のシール部材が設置されている。このシール部材は、ピストン220の外
周側をシールすることで、正圧室R1と背圧室R2との間のブレーキ液の流通を抑制し、両室
R1,R2間の液密性を保つ。スプリング221は、背圧室R2内に押し縮められた状態で設置され
たコイルスプリングであり、ピストン220を正圧室R1の側に常時付勢する。スプリング221
は、ピストン220の変位量（ストローク量）に応じて反力を発生可能に設けられている。
【００１７】
　第２液路12は、第１液路11Pにおけるマスタシリンダ5の吐出ポート501P（プライマリ液
圧室51P）とカット弁21Pとの間（液路11A）から分岐して、ストロークシミュレータ22の
正圧室R1に接続する分岐液路である。第３液路（シミュレータ液路）13は、ストロークシ
ミュレータ22の背圧室R2と第１液路11とを接続する。具体的には、第３液路13は、第１液
路11P（液路11B）におけるカット弁21PとSOL/V IN25との間から分岐して背圧室R2に接続
する。ストロークシミュレータイン弁(SS/V IN)23は、第３液路13に設けられた常開型の
電磁弁である。第３液路13は、SS/V IN23によって、背圧室R2側の液路13Aと第１液路11側
の液路13Bとに分離される。SS/V IN23をバイパスして第３液路13と並列にバイパス液路13
0が設けられている。バイパス液路130は、液路13Aと液路13Bとを接続する。バイパス液路
130には、背圧室R2側（液路13A）から第１液路11側（液路13B）へ向うブレーキ液の流れ
を許容し、逆方向へのブレーキ液の流れを抑制するチェック弁（ストロークシミュレータ
イン弁）230が設けられている。
【００１８】
　第４液路14は、ストロークシミュレータ22の背圧室R2とリザーバタンク4とを接続する
。第４液路14は、背圧室R2からのブレーキ液の流れとリザーバタンク4からのブレーキ液
の流れの双方を許容するように設けられている。具体的には、第４液路14は、第３液路13
における背圧室R2とSS/V IN23との間（液路13A）と、吸入液路15（ないし、調圧弁27より
も吸入液路15側の第１減圧液路17や、SOL/V OUT28よりも吸入液路15側の第２減圧液路18
）とを接続する。なお、第４液路14を背圧室R2やリザーバタンク4に直接的に接続するこ
ととしてもよい。実施形態１では、第４液路14における背圧室R2側の一部を第３液路13（
13A）と共通化し、第４液路14におけるリザーバタンク4側の一部を吸入液路15等と共通化
しているため、液路の構成を全体として簡素化できる。ストロークシミュレータアウト弁
(SS/V OUT)24は、第４液路14に設けられた常閉型の電磁弁である。なお、背圧室R2に直接
的に接続する液路として第４液路14を把握した場合には、第３液路13は、第４液路14にお
ける背圧室R2とSS/V OUT24との間と、液路11Bとを接続していることになる。
【００１９】
　第４液路14には、SS/V OUT24と直列であってSS/V OUT24よりもリザーバタンク4（吸入
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液路15）側に、所定の流路抵抗を有する抵抗部としての絞り部（オリフィス）24Aが設け
られている。具体的には、絞り部24Aは、SS/V OUT24に備えられており、SS/V OUT24のユ
ニットと一体に設けられている。絞り部24Aは、SS/V OUT24において、SS/V OUT24の弁体
よりもリザーバタンク4（吸入液路15）側にあって、開弁した状態のSS/V OUT24における
流路の断面積を絞る（縮小する）ように設けられている。なお、絞り部24Aは、SS/V OUT2
4のユニットと一体ではなく、第２ユニット62のハウジング内に形成された第４液路14上
に設けられていてもよい。また、絞り部24AとSS/V OUT24をバイパスして、第４液路14と
並列にバイパス液路140が設けられている。バイパス液路140には、リザーバタンク4（吸
入液路15）側から第３液路13（液路13A）側すなわち背圧室R2側へ向うブレーキ液の流れ
を許容し、逆方向へのブレーキ液の流れを抑制するチェック弁240が設けられている。
【００２０】
　カット弁21、SS/V IN23、SOL/V IN25および調圧弁27は、ソレノイドに供給される電流
に応じて弁の開度が調整される比例制御弁である。他の弁、すなわちSS/V OUT24、連通弁
26およびSOL/V OUT28は、弁の開閉が二値的に切り替え制御される２位置弁（オン・オフ
弁）である。なお、上記他の弁に比例制御弁を用いることも可能である。第１液路11Pに
おけるカット弁21Pとマスタシリンダ5との間（液路11A）には、この箇所の液圧（マスタ
シリンダ液圧Pmおよびストロークシミュレータ22の正圧室R1内の液圧）を検出する液圧セ
ンサ（マスタシリンダ液圧センサ）91が設けられている。なお、第２液路12やＳ系統の液
路11Aに液圧センサ91を設けることとしてもよい。第１液路11におけるカット弁21とSOL/V
 IN25との間には、この箇所の液圧（ホイルシリンダ液圧Pw）を検出する液圧センサ（プ
ライマリ系統圧センサ、セカンダリ系統圧センサ）92が設けられている。吐出液路16にお
けるポンプ7の吐出部71（チェック弁160）と連通弁26との間には、この箇所の液圧（ポン
プ吐出圧）を検出する液圧センサ93が設けられている。なお、第１減圧液路17における吐
出液路16の接続部位と調圧弁27との間に液圧センサ93を設けることとしてもよい。
【００２１】
　液圧ユニット6は、第１ユニット61と第２ユニット62からなる。第１ユニット61は、ポ
ンプ7とモータ7aを備えるポンプユニットである。第２ユニット62は、各弁21等を収容す
るバルブユニットである。第１，第２ユニット61,62は、ECU100からの制御指令に応じて
各々のアクチュエータを制御する。第２ユニット62は、ストロークシミュレータ22および
各センサ90～93を備えるほか、マスタシリンダ5が一体に設けられている。また、第２ユ
ニット62には、リザーバタンク4が一体的に設置されている。言い換えると、マスタシリ
ンダ5とストロークシミュレータ22は同一のハウジングに設けられ、１つのマスタシリン
ダユニットを構成している。別の見方をすると、上記バルブユニットは、上記マスタシリ
ンダユニットに一体的に設置されており、これらは全体として１つのユニットを構成して
いる。具体的には、マスタシリンダ5とストロークシミュレータ22と弁21等は、同一のハ
ウジングに設けられている。なお、液圧ユニット6の各アクチュエータやセンサ等をどの
ようにユニット化するかは任意である。例えば、ストロークシミュレータ22、SS/V IN23
およびSS/V OUT24の他、Ｐ系統のカット弁21Pや液圧センサ91を有するストロークシミュ
レータユニットを設けてもよい。この場合、その他のアクチュエータやセンサ、すなわち
上記以外の弁21S，25～28および液圧センサ92，93と、ポンプ7およびモータ7aとを有する
バルブユニット兼ポンプユニットとを、マスタシリンダ5とは別体に設けることができる
。これらのユニットやマスタシリンダ5を一体的に設置したり、互いに配管を介して接続
したりしてもよい。
【００２２】
　吸入液路15上には、所定容積の液溜まり15Aが設けられている。液溜まり15Aは、液圧ユ
ニット6の内部のリザーバである。液溜まり15Aは、第１ユニット61の内部であって、吸入
液路15を構成するブレーキ配管が接続する部位（第１ユニット61の鉛直方向上側）の近傍
に設けられている。ポンプ7は、リザーバタンク4から液溜まり15Aを介してブレーキ液を
吸入する。第１，第２減圧液路17,18や第４液路14は液溜まり15Aに接続する。第１，第２
減圧液路17,18や第４液路14のブレーキ液は、液溜まり15Aを介してリザーバタンク4へ戻
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される。
  カット弁21が開弁方向に制御された状態で、マスタシリンダ5の液圧室51とホイルシリ
ンダ8とを接続するブレーキ系統（第１液路11）は、第１の系統を構成する。この第１の
系統は、踏力Fpを用いて発生させたマスタシリンダ液圧Pmによりホイルシリンダ液圧Pwを
創生し、踏力ブレーキ（非倍力制御）を実現する。一方、カット弁21が閉弁方向に制御さ
れた状態で、ポンプ7を含み、リザーバタンク4（液溜まり15A）とホイルシリンダ8を接続
するブレーキ系統（吸入液路15、吐出液路16等）は、第２の系統を構成する。この第２の
系統は、ポンプ7を用いて発生させた液圧によりホイルシリンダ液圧Pwを創生する、いわ
ゆるブレーキバイワイヤ装置を構成し、ブレーキバイワイヤ制御として倍力制御等を実現
する。
【００２３】
　ブレーキバイワイヤ制御時、ストロークシミュレータ22は、ドライバのブレーキ操作に
伴う操作反力を創生する。以下、ストロークシミュレータ22の正圧室R1の液圧を正圧（１
次側圧）P1といい、背圧室R2ないし第３液路13（液路13A）の液圧を背圧（２次側圧）P2
という。カット弁21が閉弁方向に制御され、マスタシリンダ5とホイルシリンダ8との連通
が遮断された状態で、ドライバがブレーキ操作を行う（ブレーキペダル2を踏み込みまた
は踏み戻す）と、ストロークシミュレータ22は、マスタシリンダ5からのブレーキ液を吸
排することでペダルストロークSpを発生させる。具体的には、マスタシリンダ5（プライ
マリ液圧室51P）から第１液路11Pへ、ペダルストロークSpに応じた量のブレーキ液が流れ
出る。この流れ出たブレーキ液は第２液路12を介してストロークシミュレータ22の正圧室
R1内部に流入する。ここで、正圧P1（としてのマスタシリンダ液圧Pm）がピストン220の
受圧面に作用することでピストン220を軸方向一方側（正圧室R1の容積を拡大し、背圧室R
2の容積を縮小する方向）に押す力をF1とする。背圧P2がピストン220の受圧面に作用する
ことでピストン220を軸方向他方側（正圧室R1の容積を縮小し、背圧室R2の容積を拡大す
る方向）に押す力をF2とする。スプリング221がピストン220を上記軸方向他方側に付勢す
る力をF3とする。F1がF2とF3の合計（F2+F3）よりも大きければ、ピストン220がスプリン
グ221を押し縮めつつ上記軸方向一方側にストロークする。これにより、正圧室R1の容積
が拡大し、正圧室R1にブレーキ液が流入すると同時に、正圧室R1に流入した（ペダルスト
ロークSpに応じた）量と同等のブレーキ液量が、背圧室R2から第３液路13（液路13A）に
流出する。SS/V OUT24が開弁方向に制御され背圧室R2とリザーバタンク4とが連通した状
態では、背圧室R2から第４液路14を介してリザーバタンク4へブレーキ液が排出される。
なお、第４液路14はブレーキ液が流入可能な低圧部に接続していればよく、必ずしもリザ
ーバタンク4に接続している必要はない。F1がF2とF3との合計よりも小さくなると、ピス
トン220が初期位置に向けて復帰する。
【００２４】
　なお、ペダルストローク速度ΔSp/Δtの変化が小さく（例えば急ブレーキ操作状態でな
く）、よって正圧室R1の容積拡大速度（ピストン220のストローク速度）の変化が小さい
ときは、F1がF2とF3の合計と略釣り合っているとみなせる。このとき背圧P2による力F2は
、F1からF3を差し引いた大きさに相当する。ここで、ピストン220に作用するスプリング2
21の付勢力F3は、ピストン220のストローク量（スプリング221の圧縮量）にスプリング22
1の弾性係数（ばね定数）ｋを乗じた値である。また、ピストン220のストローク量はペダ
ルストロークSpと同視できる。よって、F3はペダルストロークSpから算出できる。また、
F1はマスタシリンダ液圧Pmから算出できる。よって、背圧P2は、ペダルストロークセンサ
90の検出値Spと液圧センサ91の検出値Pmとから推定できる。
  また、マスタシリンダ液圧Pmはマスタシリンダ5のピストン52Pの受圧面に作用すること
でブレーキペダル2の反力（以下、ペダル反力という。）を発生する。すなわち、Pmによ
る力F1は、ペダル反力に相当する。ペダル反力は踏力Fpに相当する。F1がF2とF3の合計と
略釣り合っているとみなせるとき、（F1に対応する）ペダル反力Fpは、（F2に対応する）
背圧P2の大きさと、（F3に対応する）スプリング221の圧縮量（ピストン220のストローク
量）とにより決まる。例えば、ペダルストロークSpの増大（ピストン220のストローク量
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の増大）は、F3の増大を介してF1の増大をもたらし、これはペダル反力Fpの増大としてド
ライバのペダルフィール（ペダルフィーリング）に反映される。このようにして、ブレー
キペダル2の操作に応じたペダル反力が創生される。以上のように、ストロークシミュレ
ータ22は、マスタシリンダ5からのブレーキ液を吸入すると共に、ペダル反力を発生させ
ることで、ホイルシリンダ8の液剛性を模擬して適切なペダル踏み込み感を再現する。
  第１液路11、カット弁21、ポンプ7、ストロークシミュレータ22、第３液路13およびECU
100により、実施形態１のブレーキ装置を構成する。
【００２５】
　ECU100は、ブレーキ操作状態検出部101、目標ホイルシリンダ液圧算出部102、踏力ブレ
ーキ創生部103およびホイルシリンダ液圧制御部104を備える。ブレーキ操作状態検出部10
1は、ペダルストロークセンサ90の検出値の入力を受けて、ドライバによるブレーキ操作
量としてのペダルストロークSpを検出する。具体的には、ペダルストロークセンサ90の出
力値（プライマリピストン52Pの軸方向変位量）を取得してSpを演算する。また、Spに基
づき、ドライバのブレーキ操作中か否か（ブレーキペダル2の操作の有無）を検出すると
共に、ドライバのブレーキ操作速度を検出ないし推定する。具体的には、Spの変化速度（
ペダルストローク速度ΔSp/Δt）を演算することで、ブレーキ操作速度を検出ないし推定
する。なお、踏力Fpを検出する踏力センサを設け、その検出値に基づきブレーキ操作量を
検出または推定することとしてもよい。また、液圧センサ91の検出値に基づきブレーキ操
作量を検出または推定することとしてもよい。すなわち、制御に用いるブレーキ操作量と
して、Spに限らず、他の適当な変数を用いてもよい。
【００２６】
　目標ホイルシリンダ液圧算出部102は、目標ホイルシリンダ液圧Pw*を算出する。例えば
、倍力制御時には、検出されたSp（ブレーキ操作量）に基づき、所定の倍力比に応じてSp
とドライバの要求ブレーキ液圧（ドライバが要求する車両減速度）との間の理想の関係特
性を実現するPw*を算出する。実施形態１では、例えば、通常サイズの負圧式倍力装置を
備えたブレーキ装置において、負圧式倍力装置の作動時に実現されるSpとPw（制動力）と
の間の所定の関係特性を、Pw*を算出するための上記理想の関係特性とする。また、アン
チロック制御時には、各車輪FL～RRのスリップ量（擬似車体速に対する当該車輪の速度の
乖離量）が適切なものとなるよう、各車輪FL～RRのPw*を算出する。ESC時には、例えば検
出された車両運動状態量（横加速度等）に基づき、所望の車両運動状態を実現するよう、
各車輪FL～RRのPw*を算出する。回生協調ブレーキ制御時には、回生制動力との関係でPw*
を算出する。例えば、回生制動装置のコントロールユニットから入力される回生制動力と
目標ホイルシリンダ液圧に相当する液圧制動力との和が、ドライバの要求する車両減速度
を充足するようなPw*を算出する。
  踏力ブレーキ創生部103は、カット弁21を開弁方向に制御することで、液圧ユニット6の
状態を、マスタシリンダ液圧Pmによりホイルシリンダ液圧Pwを創生可能な状態とし、踏力
ブレーキを実現する。このとき、SS/V OUT24を閉弁方向に制御することで、ドライバのブ
レーキ操作に対してストロークシミュレータ22を非作動とする。なお、SS/V IN23も閉弁
方向に制御することとしてもよい。
【００２７】
　ホイルシリンダ液圧制御部104は、カット弁21を閉弁方向に制御することで、液圧ユニ
ット6の状態を、ポンプ7によりホイルシリンダ液圧Pwを創生（加圧制御）可能な状態とす
る。この状態で、液圧ユニット6の各アクチュエータを制御してPw*を実現する液圧制御（
例えば倍力制御）を実行する。具体的には、カット弁21を閉弁方向に制御し、連通弁26を
開弁方向に制御し、調圧弁27を閉弁方向に制御すると共に、ポンプ7を作動させる。この
ように制御することで、所望のブレーキ液をリザーバタンク4から、吸入液路15、ポンプ7
、吐出液路16および第１液路11を経由してホイルシリンダ8に送ることが可能である。こ
のとき、液圧センサ92の検出値がPw*に近づくようにポンプ7の回転数や調圧弁27の開弁状
態（開度等）をフィードバック制御することで、所望の制動力を得ることができる。すな
わち、調圧弁27の開弁状態を制御し、吐出液路16ないし第１液路11から調圧弁27を介して
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吸入液路15へブレーキ液を適宜漏らすことで、Pwを調節することができる。実施形態１で
は、基本的に、ポンプ7（モータ7a）の回転数ではなく調圧弁27の開弁状態を変化させる
ことによりPwを制御する。例えば、モータ7aの回転数の指令値Nm*を、Pwの加圧中に所定
の大きな一定値に設定するほかは、Pwの保持または減圧中、必要最低限のポンプ吐出圧を
発生（ポンプ吐出量を供給）するための所定の小さな一定値に保持する。実施形態１では
、調圧弁27を比例制御弁としているため、細かい制御が可能となり、Pwの滑らかな制御が
実現可能である。カット弁21を閉弁方向に制御し、マスタシリンダ5側とホイルシリンダ8
側とを遮断することで、ドライバのブレーキ操作から独立してPwを制御できる。
【００２８】
　ホイルシリンダ液圧制御部104は、ドライバのブレーキ操作に応じた制動力を前後車輪F
L～RRに発生させる通常ブレーキ時には、基本的に倍力制御を行う。通常の倍力制御では
、各車輪FL～RRのSOL/V IN25を開弁方向に制御し、SOL/V OUT28を閉弁方向に制御する。
カット弁21P,21Sを閉弁方向に制御した状態で、調圧弁27を閉弁方向に制御（開度等をフ
ィードバック制御）し、連通弁26を開弁方向に制御し、モータ7aの回転数指令値Nm*を所
定の一定値に設定してポンプ7を作動させる。SS/V OUT24を開弁方向に作動させ（開弁方
向に制御し）、SS/V IN23を閉弁方向に作動させる（閉弁方向に制御する）。
  ホイルシリンダ液圧制御部104は、補助加圧制御部105を有する。補助加圧制御は、ドラ
イバのブレーキ操作に伴いストロークシミュレータ22の背圧室R2から流出するブレーキ液
を、第３液路13を介してホイルシリンダ8へ供給することで、ポンプ7によるホイルシリン
ダ液圧Pwの発生を補助し、ホイルシリンダ8の加圧応答性を向上するための制御である。
補助加圧制御は、ポンプ7によるホイルシリンダ加圧制御の予備（バックアップ）制御と
して位置づけられる。補助加圧制御部105は、ホイルシリンダ液圧制御部104による倍力制
御（通常ブレーキ）時、ドライバによるブレーキペダル2の踏み込み操作（ペダルストロ
ークSpの増大）に応じて各車輪FL～RRのPwを上昇させる（ポンプ7によるホイルシリンダ
加圧制御が行われる）際、ドライバのブレーキ操作状態に応じて、補助加圧制御を実行す
る。具体的には、SS/V IN23を非作動とし（開弁方向に制御し）、SS/V OUT24を非作動と
する（閉弁方向に制御する）。ポンプ7を作動させる等、その他のアクチュエータの制御
内容は通常の倍力制御時と同様である。
【００２９】
　補助加圧制御部105は、ドライバのブレーキ操作状態が所定の急ブレーキ操作か否かを
判断し、急ブレーキ操作が行われている（ブレーキペダル2の踏み込み速度が速い）と判
断した場合、補助加圧制御を実行可能とする。急ブレーキ操作が行われていない（ブレー
キペダル2の踏み込み速度が速くない）と判断した場合、補助加圧制御を実行しない。具
体的には、ブレーキ操作状態検出部101により検出ないし推定されたブレーキ操作速度（
ペダルストローク速度ΔSp/Δt）が所定値α（補助加圧制御の開始および終了の判断閾値
）以上の場合には、上記所定の急ブレーキ操作が行われていると判断し、ΔSp/Δtがα未
満の場合には、上記所定の急ブレーキ操作が行われていないと判断する。補助加圧制御部
105は、急ブレーキ操作が行われていると判断した場合、レゾルバの検出信号に基づき検
出ないし推定したモータ7aの回転数Nmが所定値Nm0（補助加圧制御の終了の判断閾値）以
下であり、かつ検出されたペダルストロークSpが所定値Sp0（補助加圧制御の終了の判断
閾値）以下のとき、上記のように補助加圧制御を実行する。一方、急ブレーキ操作が行わ
れていると判断した場合であっても、NmがNm0より大きいか、またはSpがSp0より大きいと
き、補助加圧制御の終了条件が成立したと判断して、補助加圧制御を実行しない。この場
合、ホイルシリンダ液圧制御部104が、SS/V IN23を閉弁方向に制御し、SS/V OUT24を開弁
方向に制御して、通常の倍力制御（ポンプ7によるホイルシリンダ加圧制御）を実行する
。これにより、補助加圧制御が終了する。
  ホイルシリンダ液圧制御部104は、急踏み時加圧制御部106を有する。急踏み時加圧制御
は、補助加圧制御時（SS/V IN23の開弁状態）において、ペダルストローク速度ΔSp/Δt
が所定値αよりも高い所定値β以上である場合、ペダルストローク速度ΔSp/Δtがβ未満
となるまでの間、カット弁21の開弁状態を維持する。βは、SS/V IN23およびチェック弁2



(12) JP 2018-144673 A 2018.9.20

10

20

30

40

50

30の最大流量を超える補助加圧の応答性が要求されるペダルストローク速度とする。つま
り、急踏み時加圧制御は、補助加圧制御のみではホイルシリンダ8の加圧応答性が不足す
る場合に、カット弁21を開弁から閉弁にするタイミングを遅らせることにより、ドライバ
のブレーキ操作により発生したマスタシリンダ液圧Pmを第１液路11からホイルシリンダ8
に供給し、ホイルシリンダ8の加圧応答性を向上するための制御である。
【００３０】
　図２は、実施形態１の急踏み時加圧制御部106による急踏み時加圧制御処理の流れを示
すフローチャートである。この処理は、所定の演算周期で繰り返し実行される。
  ステップS1では、ペダルストロークセンサ90からペダルストロークSpを取得する。
  ステップS2では、ペダルストロークSpが所定値a以上か否かを判定する（ブレーキON判
断）。YESの場合はステップS3へ進み、NOの場合はステップS4へ進む。aはブレーキペダル
2が踏まれたことを判断できるペダルストロークとする。
  ステップS3では、ブレーキON後経過時間T1を算出する。
  ステップS4では、カット弁21を開弁方向に制御する。
  ステップS5では、ブレーキON後経過時間T1が所定値b以下（ブレーキON初期判断）、か
つ、前回の演算周期でカット弁21が開弁していたか否かを判定する。YESの場合はステッ
プS6へ進み、NOの場合はステップS7へ進む。
  ステップS6では、ブレーキ操作状態検出部101により演算されたペダルストローク速度
ΔSp/Δtが所定値β以上か否かを判定する。YESの場合はステップS8へ進み、NOの場合は
ステップS7へ進む。
  ステップS7では、カット弁21を閉弁方向に制御する。
  ステップS8では、カット弁21を開弁方向に制御する。
【００３１】
　次に、実施形態１の作用効果を説明する。
  図３は、実施形態１の急踏み時加圧制御作用を示すタイムチャートである。なお、比較
例として、急踏み時加圧制御を実施しない（補助加圧制御のみを実施する）場合を破線で
示している。
  時刻t0では、ドライバがブレーキペダル2の踏み込みを開始する。ペダルストロークSp
は所定値aに達していないため、図２に示した急踏み時加圧制御処理では、S1→S2→S4の
流れとなり、カット弁21は開弁方向に制御される。
  時刻t1では、ブレーキON判断(Sp≧a)およびブレーキON初期判断（T1≦b、前回カット弁
21が開弁）がなされ、ペダルストローク速度ΔSp/Δtが所定値βを超えたため、S1→S2→
S3→S5→S6→S8の流れとなり、カット弁21の開弁状態が維持される。
  時刻t2では、ペダルストローク速度ΔSp/Δtが所定値βを下回ったため、S1→S2→S3→
S5→S6→S7の流れとなり、カット弁21は閉弁方向に制御される。
【００３２】
　図３において、比較例では、ペダルストローク速度ΔSp/Δtが所定値αを超えた時刻t1
でカット弁21が閉弁方向に制御されている。このとき、SS/V IN23およびチェック弁230の
最大流量を超えるような過大なブレーキ操作が行われている場合、補助加圧制御によるホ
イルシリンダ8の加圧補助が不足し、ドライバが要求する車両減速度が得られない可能性
があった。これに対し、実施形態１の急踏み時加圧制御では、ブレーキON初期において、
ペダルストローク速度ΔSp/Δtが所定値β以上である間（遅れ時間Td）は、カット弁21の
開弁状態を維持する。つまり、ドライバのブレーキ操作速度（≒ペダルストローク速度Δ
Sp/Δt）が高い場合は低い場合よりもカット弁21を閉弁するタイミングを、ブレーキON（
時刻t1）から遅れ時間Tdだけ遅らせる。これにより、マスタシリンダ5から供給されるブ
レーキ液を第１液路11からホイルシリンダ8へ送り、ブレーキ操作で生じたマスタシリン
ダ液圧Pmを利用してホイルシリンダ8を加圧できる。よって、SS/V IN23およびチェック弁
230の開弁による加圧補助能力を超えるドライバの急ブレーキ操作に対し、ホイルシリン
ダ8の加圧応答性の低下を抑制できる。この結果、ドライバが要求する車両減速度が得ら
れる。
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【００３３】
　〔実施形態２〕
  実施形態２の基本的な構成は実施形態１と同じであるため、実施形態１と相違する部分
のみ説明する。
  図４は、実施形態２の急踏み時加圧制御部106による急踏み時加圧制御処理の流れを示
すフローチャートである。
  ステップS9では、ブレーキON後経過時間T1が遅れ時間Td以下か否かを判定する。YESの
場合はステップS8へ進み、NOの場合はステップS7へ進む。遅れ時間Tdは、ブレーキ操作状
態検出部101により演算されたブレーキON直後のペダルストローク速度ΔSp/Δtに基づき
、図５に示すマップを参照して求めた値である。図５は、ブレーキON直後のペダルストロ
ーク速度ΔSp/Δtに応じた遅れ時間Tdの設定マップである。図５において、Tは、ΔSp/Δ
tが所定値β以下の領域では0であり、ΔSp/Δtがβを超える領域ではΔSp/Δtが高いほど
長くなる。
  実施形態２では、ペダルストローク速度ΔSp/Δtが高いほどカット弁21を閉弁するタイ
ミングを遅らせる。ペダルストローク速度ΔSp/Δtはブレーキ操作速度と略一致するため
、ブレーキ操作速度が高いほどより多くのブレーキ液をホイルシリンダ8に供給できる。
この結果、ブレーキ操作速度に応じたホイルシリンダ8の加圧応答性を実現できる。
【００３４】
　〔実施形態３〕
  実施形態３の基本的な構成は実施形態１と同じであるため、実施形態１と相違する部分
のみ説明する。
  ブレーキ操作状態検出部101は、マスタシリンダ液圧Pmの変化速度（マスタシリンダ液
圧変化速度ΔPm/Δt）を演算することで、ブレーキ操作速度を検出ないし推定する。マス
タシリンダ液圧変化速度ΔPm/Δtとブレーキ操作速度は略比例関係にあるため、ΔPm/Δt
を演算することでブレーキ操作速度を精度よく推定できる。
  図６は、実施形態３の急踏み時加圧制御部106による急踏み時加圧制御処理の流れを示
すフローチャートである。
  ステップS11では、液圧センサ91からマスタシリンダ液圧Pmを取得する。
  ステップS12では、マスタシリンダ液圧Pmが所定値c以上か否かを判定する（ブレーキON
判断）。YESの場合はステップS3へ進み、NOの場合はステップS4へ進む。cは、ブレーキペ
ダル2が踏まれたことを判断できるマスタシリンダ液圧とする。
  ステップS13では、ブレーキ操作状態検出部101により演算されたマスタシリンダ液圧変
化速度ΔPm/Δtが所定値γ以上か否かを判定する。YESの場合はステップS8へ進み、NOの
場合はステップS7へ進む。γは、SS/V IN23およびチェック弁230の最大流量を超える補助
加圧の応答性が要求されるマスタシリンダ液圧とする。
【００３５】
　次に、実施形態３の作用効果を説明する。
  図７は、実施形態３の急踏み時加圧制御作用を示すタイムチャートである。
  時刻t0では、ドライバがブレーキペダル2の踏み込みを開始する。マスタシリンダ液圧P
mは所定値cに達していないため、図６に示した急踏み時加圧制御処理では、S11→S12→S4
の流れとなり、カット弁21は開弁方向に制御される。
  時刻t1では、ブレーキON判断(Pm≧c)およびブレーキON初期判断（T1≦b、前回カット弁
21が開弁）がなされ、マスタシリンダ液圧変化速度ΔPm/Δtが所定値γを超えたため、S1
1→S12→S3→S5→S13→S8の流れとなり、カット弁21の開弁状態が維持される。
  時刻t2では、ブレーキON後経過時間T1が所定値bを上回ったため、S11→S12→S3→S5→S
7の流れとなり、カット弁21は閉弁方向に制御される。
  実施形態３の急踏み時加圧制御では、ブレーキON初期において、マスタシリンダ液圧変
化速度ΔPm/Δtが所定値γ以上である間（遅れ時間Td）は、カット弁21の開弁状態を維持
する。よって、実施形態１と同様に、SS/V IN23およびチェック弁230の開弁による加圧補
助能力を超えるドライバの急ブレーキ操作に対し、ホイルシリンダ8の加圧応答性の低下
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を抑制できる。
【００３６】
　〔実施形態４〕
  実施例４の基本的な構成は実施形態３と同じであるため、実施形態３と相違する部分の
み説明する。
  図８は、実施形態４の急踏み時加圧制御部106による急踏み時加圧制御処理の流れを示
すフローチャートである。
  ステップS14では、ブレーキON後経過時間T1が遅れ時間Td以下か否かを判断する。YESの
場合はステップS8へ進み、NOの場合はステップS7へ進む。遅れ時間Tdは、ブレーキ操作状
態検出部101により演算されたブレーキON直後のマスタシリンダ液圧変化速度ΔPm/Δtに
基づき、図９に示すマップを参照して求めた値である。図９は、ブレーキON直後のマスタ
シリンダ液圧変化速度ΔPm/Δtに応じた遅れ時間Tdの設定マップである。図９において、
Tは、ΔPm/Δtが所定値γ以下の領域では0であり、ΔPm/Δtがγを超える領域ではΔPm/
Δtが高いほど長くなる。
  実施形態４では、マスタシリンダ液圧変化速度ΔPm/Δtが高いほどカット弁21を閉弁す
るタイミングを遅らせる。マスタシリンダ液圧変化速度ΔPm/Δtはブレーキ操作速度と比
例関係にあるため、ブレーキ操作速度が高いほどより多くのブレーキ液をホイルシリンダ
8に供給できる。この結果、ブレーキ操作速度に応じたホイルシリンダ8の加圧応答性を実
現できる。
【００３７】
　〔実施形態５〕
  実施形態５の基本的な構成は実施形態１と同じであるため、実施形態１と相違する部分
のみ説明する。
  図１０は、実施形態５の急踏み時加圧制御部106による急踏み時加圧制御処理の流れを
示すフローチャートである。
  ステップS21では、液圧センサ91からマスタシリンダ液圧Pmを取得し、ペダルストロー
クセンサ90からペダルストロークSpを取得し、液圧センサ93からポンプ吐出圧Ppumpを取
得する。
  ステップS22では、マスタシリンダ液圧Pmが所定値c以上またはペダルストロークSpが所
定値a以上か否かを判定する（ブレーキON判断）。YESの場合はステップS3へ進み、NOの場
合はステップS4へ進む。
  ステップS23では、マスタシリンダ液圧Pmからポンプ吐出圧Ppumpを減じて差圧ΔPを算
出する。
  ステップS24では、差圧ΔPが所定値σ以上か否かを判定する。YESの場合はステップS8
へ進み、NOの場合はステップS7へ進む。σは、SS/V IN23およびチェック弁230の最大流量
を超える補助加圧の応答性が要求される差圧（圧力差）とする。
【００３８】
　次に、実施形態５の作用効果を説明する。
  図１１は、実施形態５の急踏み時加圧制御作用を示すタイムチャートである。
  時刻t0では、ドライバがブレーキペダル2の踏み込みを開始する。マスタシリンダ液圧P
mは所定値c未満、かつ、ペダルストロークSpは所定値a未満であるため、図１０に示した
急踏み時加圧制御処理では、S21→S22→S4の流れとなり、カット弁21は開弁方向に制御さ
れる。
  時刻t1では、ブレーキON判断(Sp≧a)およびブレーキON初期判断（T1≦b、前回カット弁
21が開弁）がなされ、マスタシリンダ液圧Pmとポンプ吐出圧Ppumpとの差圧ΔPが所定値σ
を超えたため、S21→S22→S3→S5→S23→S24→S8の流れとなり、カット弁21の開弁状態が
維持される。
  時刻t2では、差圧ΔPが所定値σを下回ったため、S21→S22→S3→S5→S23→S24→S7の
流れとなり、カット弁21は閉弁方向に制御される。
  実施形態５の急踏み時加圧制御では、ブレーキON初期において、マスタシリンダ液圧Pm
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の開弁状態を維持する。ポンプ吐出圧Ppumpはホイルシリンダ液圧Pwと略一致するため、
マスタシリンダ液圧Pmとポンプ吐出圧Ppumpとの差圧ΔPを見ることで、必要なブレーキ液
量を正確に判定できる。よって、差圧ΔPから過不足のない最適な遅れ時間Tdを設定でき
るため、急踏み時加圧制御の制御精度を向上できる。
【００３９】
　〔他の実施形態〕
  以上、本発明を実施するための実施形態を説明したが、本発明の具体的な構成は実施形
態の構成に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等があって
も本発明に含まれる。
  実施形態に示した急踏み時加圧制御は、急ブレーキ操作状態で補助加圧制御（SS/V IN2
3およびチェック弁230を介したホイルシリンダ8の加圧補助）を実施しない場合にも有効
であり、ポンプ7によるホイルシリンダ8の加圧応答性の不足を補える。
  SS/V IN23を削除し、チェック弁230の開弁のみで加圧補助を行う構成でもよい。
【符号の説明】
【００４０】
1　ブレーキシステム
2　ブレーキペダル（ブレーキ操作部材）
5　マスタシリンダ
6　液圧ユニット
7　ポンプ（液圧源）
8　ホイルシリンダ
11　第１液路（接続液路）
13　第３液路（シミュレータ液路）
21　カット弁（遮断弁）
22　ストロークシミュレータ
23　ストロークシミュレータイン弁
90　ペダルストロークセンサ
91　液圧センサ（マスタシリンダ液圧センサ）
93　液圧センサ
100　電子制御ユニット
230　チェック弁（ストロークシミュレータイン弁）
FL～RR　車輪
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